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【
雇
用
保
険
高
年
齢
労
働
者

へ
の
適
用
拡
大
に
つ
い
て
】

　

現
行
制
度
で
は
、
１
週
間

の
所
定
労
働
時
間
が
20
時
間

未
満
で
あ
る
労
働
者
は
、
雇

用
保
険
制
度
か
ら
適
用
除
外

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
２
つ
の

事
業
所
の
週
所
定
労
働
時
間

を
合
算
し
て
20
時
間
以
上
の

高
年
齢
労
働
者（
65
歳
以
上
）

が
新
た
に
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
は
、
複
数
の

職
場
で
就
労
す
る
週
所
定
労

働
時
間
の
合
計
が
20
時
間
以

上
で
あ
る
若
年
労
働
者
の
雇

用
保
険
制
度
適
用
に
つ
い
て

は
、
失
業
し
た
場
合
の
給
付

に
つ
い
て
必
要
性
が
あ
る
と

し
な
が
ら
も
、
雇
用
保
険
制

度
の
趣
旨
や
事
務
的
コ
ス
ト

な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
直
ち

に
制
度
化
を
確
立
す
る
必
要

は
な
い
と
の
判
断
を
示
し
て

い
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
定
年
及

び
継
続
雇
用
制
度
終
了
後
、

就
労
が
多
様
化
す
る
65
歳
以

上
の
労
働
者
に
関
し
て
は
、

近
年
、
複
数
の
事
業
場
で
働

く
方
が
高
い
割
合
で
増
加
し

て
い
る
こ
と
を
鑑
み
、
ま
ず

は
、
65
歳
以
上
の
高
年
齢
労

働
者
を
対
象
に
、
２
つ
の
事

業
所
の
労
働
時
間
を
合
算
し

て
「
週
の
所
定
労
働
時
間
が

20
時
間
以
上
」
で
あ
る
こ
と

を
条
件
に
雇
用
保
険
制
度
を

適
用
す
る
特
例
を
、
令
和
４

年
１
月
１
日
よ
り
試
行
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
当
該

制
度
適
用
の
特
例
対
象
者
の

要
件
は
、
２
つ
以
上
の
事
業

主
の
適
用
事
業
に
雇
用
さ
れ

る
65
歳
以
上
の
労
働
者
で
、

そ
れ
ぞ
れ
１
つ
の
事
業
主
の

適
用
事
業
に
お
け
る
１
週
間

の
所
定
労
働
時
間
が
20
時
間

未
満
、
か
つ
２
つ
の
事
業
主

の
適
用
事
業
に
お
け
る
１
週

間
の
所
定
労
働
時
間
の
合
計

が
20
時
間
以
上
（
１
週
の
所

定
労
働
時
間
が
５
時
間
以
上

の
事
業
所
を
合
算
）
と
な
り

ま
す
。
合
算
し
た
所
定
労
働

時
間
、
就
業
状
況
を
事
業
主

が
把
握
し
、
手
続
き
を
行
う

こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
、

労
働
者
本
人
が
住
居
地
を
管

轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
に

対
し
て
届
出
を
行
う
仕
組
み

で
す
。
例
え
ば
、
Ａ
と
Ｂ
の

２
つ
の
事
業
主
に
雇
用
さ
れ

て
い
た
場
合
で
、
Ａ
を
離
職

し
た
結
果
、
週
所
定
労
働
時

間
が
20
時
間
を
下
回
る
と
、

Ａ
で
支
払
わ
れ
て
い
た
賃
金

額
を
基
礎
と
し
て
給
付
（
高

年
齢
求
職
者
給
付
に
よ
る
一

時
金
方
式
）
し
ま
す
。
こ
の

時
点
で
、
被
保
険
者
で
は
な

く
な
る
た
め
、
以
後
は
保
険

料
を
徴
収
し
ま
せ
ん
。
特
例

制
度
の
試
行
に
当
た
っ
て
は
、

事
業
主
の
事
務
負
担
へ
の
配

慮
や
安
易
な
離
職
に
よ
る
循

環
的
受
給
等
に
注
意
す
る
考

え
が
あ
る
よ
う
で
す
。
高
年

齢
の
方
を
パ
ー
ト
タ
イ
ム
等

で
雇
用
さ
れ
て
い
る
企
業
に

つ
い
て
は
、
当
該
改
定
の
把

握
が
必
要
に
な
る
と
考
え
ま

す
。

　

今
年
４
月
に
は
、
70
歳
ま

で
雇
用
努
力
義
務
へ
法
改
正

も
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
今
後

ま
す
ま
す
、
高
年
齢
者
の
活

躍
が
見
込
ま
れ
、
企
業
に
お

い
て
は
高
年
齢
者
も
含
め
た

多
様
な
人
材
の
積
極
的
な
活

用
が
不
可
欠
な
時
代
に
な
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

社労士
（社会保険労務士）

社長!!その悩み…

が解決します。

今
回
の
執
筆
担
当
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